
 

事業主の皆さまへ  

求人申込に係る各種様式の変更について 
 

事業主の皆さまには、日頃からハローワークをご利用いただき感謝申し上げます。 

 ハローワークへの求人申込手続に関する各種帳票の変更についてお知らせします。 

＊ 雇用保険・労災保険・厚生年金・健康保険への加入が適正になされていない場合または、労働基準法等の

法令に違反する場合等は求人の受理ができません。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

【各種様式の主な変更点】 

◎事業所登録シート【両面記入となります】 

新たに「代表者名」「看護休暇取得実績」「就業規則（ﾌﾙﾀｲﾑ･ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ）の有無」「定年制、再雇用、勤務延長に関す

る特記事項欄」「加入保険（公災）」が追加されます。 

◎事業所地図登録シート 

 求人票で表示される地図を登録します。求人 1事業所あたり 10種類まで登録可能です。なお、求人票上には「選考

場所」と「就業場所」2種類の地図が別々に表示されます。 

 新しい事業所登録シート・求人申込書には「地図」欄がありませんので、事業所地図登録シートにより「選考場所

地図」と「就業場所地図」の登録が必要となります。 

なお、これまでに求人申込されている場合はその地図を利用することもできますが、新たに地図を追加登録される

場合に事業所地図登録シートが必要となります。 

◎求人申込書【両面記入となります】 

「一般」と「パート」の 2種類を 1枚に統一します。主な変更点としては、 

①「地図」欄が無くなり、事業所地図登録シートで登録いただいた「地図」が表示されます。 

②応募書類の返戻に関する欄の新設 

③担当者欄にＦＡＸ番号、Ｅメールアドレス欄の新設などです。 

◎紹介状【これまでの往復はがきサイズからＡ４サイズ両面に変わります。】 

 

 

新様式が必要な場合はお近くのハローワークまでご連絡下さい。 
 

ハローワークの所在地はこちらでご確認ください。 

 
お願いします。 

 

平成２３年３月４日(金)から 

京都府内のハローワークで求人をお申込みの際は、 

新様式でご提出をお願いします。 

（３月４日以降は現在の様式は使用できなくなります。） 

なお、３月３日以前にお申込みいただいた求人を 

更新される際も必ず新様式でのご提出が必要です。 

（他府県についても順次システムの入替と併せて新様式に変更となります。） 

京都労働局・ハローワーク 
平成 23年 2月 

ハローワーク一覧 

http://www.kyoto-roudou.plb.go.jp/kyoto/antei/index.html


求⼈申込書ちょっとした⼯夫で魅⼒度ＵＰ
「求⼈は出したけれどなかなか⼈が集まらない」こんな経験はありませんか？
「うちはそんなに好条件にはできない」とあきらめていませんか？

求職者は求⼈票のどこを⾒て応募を決めているのでしょう。「賃⾦」や「労働時間」「休⽇」
などの待遇⾯だけを⾒ているわけではありません。「仕事の内容」「企業理念」「教育訓練・⼈
材育成 企業 魅⼒を総合的 判断

求⼈申込書
書き⽅の

材育成」といった企業としての魅⼒を総合的に判断しています。
求職者は複数の求⼈を⾒⽐べています。「この仕事を希望する⼈ならわかるだろう」「経験者

には詳しい説明は不要」という考えが間違っているわけではありません。しかし、他の求⼈と⽐
べた場合、詳しく書かれているほうが企業の総合的なイメージがわきやすく、詳しい説明がない
求⼈は結果として選ばれにくくなります。

ハローワークの窓⼝では、わかりやすい記載⽅法のアドバイスを⾏っています。ぜひご相談く

書き⽅
ださい。ちょっとした⼯夫で求⼈票の魅⼒度は⼤きくＵＰします。

◎事業所登録シート、求⼈申込書が両⾯になりました。
⇨ 記⼊項⽬を⾒直し、記⼊枠を⼤きくしました。

求⼈票をチェックしてみましょう！
●会社（事業所）の情報は⼗分ですか？
①「事業内容」は最近の会社の状況を反映していますか。 ＹＥＳ ・ ＮＯ

◎インターネットで仮登録ができるようになります。
（平成23年度サービス開始予定）

⇨ ⼿書きの⼿間がなくなります。データの保存もできます。
※ハローワークでＩＤ、パスワードの発⾏を受けてからご利⽤ください。

① 事業内容」は最近の会社の状況を反映していますか。 Ｓ Ｏ
②「会社の特⻑」をわかりやすくアピールした内容になっていますか。 ＹＥＳ ・ ＮＯ
③「地図」は⽬印や必要な表⽰があってわかりやすいですか。 ＹＥＳ ・ ＮＯ
④ 各種保険制度や退職⾦などの情報も漏れなく記載されていますか。 ＹＥＳ ・ ＮＯ
⑤ 会社のホームページがある場合、ＵＲＬは記載されていますか。 ＹＥＳ ・ ＮＯ

⽬ 次

※ハロ ワ クで 、パスワ ドの発⾏を受けてからご利⽤ください。
※ハローワーク窓⼝で⼊⼒内容の確認を受けた後に本登録となります。●仕事の内容をチェックしてみましょう。

⑥ 具体的な仕事内容がイメージできるような表現となっていますか。 ＹＥＳ ・ ＮＯ
⑦ 必要な資格、技能、経験などがわかりやすく記載されていますか。 ＹＥＳ ・ ＮＯ
⑧ 未経験者応募可の場合、専⾨⽤語を使⽤しない表現となっていますか。 ＹＥＳ ・ ＮＯ
⑨ 試⽤期間がある場合、その間の労働条件は明⽰されていますか。 ＹＥＳ ・ ＮＯ

○求⼈申し込みの基本 ････････････････････････････････ １
○求⼈申し込み〜採⽤までの⼿続きの流れ ･･････････････ １
○ハローワークのサービス ･･･････ ････････････････････ ２
○求⼈の有効期限 ････････････････････････････････････ ２

⑩ ⼊社後の将来像がイメージできる表現となっていますか。 ＹＥＳ ・ ＮＯ

●初めて⾒る⽅の⽬線でチェックしてみましょう。
⑪ 誤字、脱字がなく、⽂章のつながりにも違和感のない表現ですか。 ＹＥＳ ・ ＮＯ
⑫ コンパクトにまとまり、誰にでも⾒やすい内容となっていますか。 ＹＥＳ ・ ＮＯ

○事業所登録シート 記⼊例 ･･･････････････････････ ３〜４
○事業所地図登録シート 記⼊例 ･･･････････････････ ５〜６
○求⼈申込書（フルタイム）記⼊例 ････････････････ ７〜８
○求⼈申込書（パートタイム）記⼊例 ････････････ ９〜１０

お問い合わせ先：

厚⽣労働省職業安定局

⑫ コンパクトにまとまり、誰にでも⾒やすい内容となっていますか。 ＹＥＳ ＮＯ
⑬ 信頼できる会社であるというイメージや親しみやすさが伝わりますか。 ＹＥＳ ・ ＮＯ
⑭ 他の従業員や第三者に⾒てもらい、印象をチェックしてみましょう。 ＹＥＳ ・ ＮＯ

○求⼈票の⾒本（フルタイム・パートタイム） ･･ １１〜１２
○ハローワークからのお願い ･･････････････････ １３〜１４

厚⽣労働省職業安定局
都道府県労働局
ハローワーク

平成22年11⽉発⾏ 無断転載を禁ず



ハローワークのサービス
○豊富なデータに基づく情報を提供します

バランスシート（職種別の求⼈数・求職者数を並べたデータ）、職種別賃⾦情報のほか、ハローワーク
の豊富な経験に基づき 適格者を採⽤するための情報提供を⾏ ています

求⼈申し込みの基本
○求⼈は、事業所所在地を管轄するハローワークにお申し込みください。
○求⼈を申し込むことができるのは、原則として雇⽤保険適⽤事業所単位となります。
○求⼈は 職種別 就業場所別 雇⽤形態別にお申し込みください

求⼈申し込み〜採⽤までの⼿続きの流れ

の豊富な経験に基づき、適格者を採⽤するための情報提供を⾏っています。
○全国で求⼈を公開します

申し込まれた求⼈票は、ハローワーク内に設置されている求⼈検索端末で公開されます。
就業場所が離れている場合でも、全国ネットワークにより就業場所の近くのハローワークで公開するこ
とができます。

○インタ ネットでも求⼈情報を公開します（htt // h ll k j /）

○求⼈は、職種別、就業場所別、雇⽤形態別にお申し込みください。
○法令に違反する内容が含まれているもの、雇⽤関係でないもの、必要な条件が明⽰されていな

いものは受理できません。

事業所登録 事業所登録シートを作成して 会社の特⻑や事業の内容 社会 ○インターネットでも求⼈情報を公開します（https://www.hellowork.go.jp/）
ハローワーク内の求⼈検索端末のほか、インターネットで求⼈情報を公開することができます。
求⼈検索サイトとしてはわが国トップクラスのアクセス数（⼀⽇平均約50万件）を誇ります。

○就職⾯接会・会社説明会を開催しています
ハローワークの会議室を使⽤して⾏う⼩規模なものや地⽅⾃治体などとの共催により外部会場を貸し
切って⼤規模に開催するものなど、さまざまな形で就職⾯接会や会社説明会を開催しています。

事業所登録

求⼈申込書に記⼊
希望の⼈材を採⽤するには 条件設定をどうするかが肝⼼です

事業所登録シ トを作成して、会社の特⻑や事業の内容、社会
保険や福利厚⽣制度など、事業所の基本的な情報を登録します。
登録した内容は、今後申し込む求⼈票に共通して掲載されます。
求⼈票の中でも注⽬度の⾼い項⽬となります。会社のアピール
ポイントなどわかりやすく記⼊しましょう。

切って⼤規模に開催するものなど、さまざまな形で就職⾯接会や会社説明会を開催しています。

○各ハローワークが作成する求⼈情報誌もあります
フルタイム／パート別、職種別など各ハローワークで求職者向けに作成、配布しています。

○応募がない、少ない場合は条件の⾒直しができます
求⼈条件はいつでも⾒直しができます。応募がない、少ない場合は早めにご相談ください。

窓⼝で相談、求⼈申し込み

希望の⼈材を採⽤するには、条件設定をどうするかが肝⼼です。
具体的な⼈材像をお伝えください。豊富なデータをもとにご相
談させていただきます。

申し込まれた求⼈票は、ハローワーク内に設置したタッチパネ
ル式の求⼈検索端末で公開されるほか、希望によりハローワー
クインターネットサービスでも情報提供できます

○スタッフが事業所を訪問して相談に乗ります
ハローワークには事業所訪問担当スタッフを配置しています。求⼈をお考えの際は、お気軽にお電話く
ださい。

○事業所のプロフィールを求職者に提供します
事業所、取扱商品の画像情報、会社パンフレットなど、求⼈票だけでは伝わらない事業所情報を登録で

求⼈情報の公開

ハローワークからの
紹介連絡

紹介希望者についてハローワークから電話連絡します。求⼈を
申し込んだハローワーク以外から連絡がある場合もあります。
求⼈条件の確認や⾯接⽇などをご相談させていただきますので、
ご対応をお願いします。

クインタ ネットサ ビスでも情報提供できます。

きます。登録された情報は職業相談窓⼝などで求職者に提供するほか、ハローワークによっては掲⽰ス
ペースに掲⽰しているところもあります。

○各種助成⾦制度を紹介します
若年者、中⾼年齢者、障害者などの雇⽤に関する各種助成⾦制度を利⽤することができます。
詳しくは窓⼝にご相談ください。

紹介連絡

⾯接（選考）

紹介連絡がない、少ない場合は求⼈票記載内容の⾒直しをしま
しょう。早めの⾒直しがポイントです。ハローワークにご相談
ください。

能⼒・適性に基づいた、公正な採⽤選考をお願いします。
ハ ワ ク は各種資料を⽤意し ます ご相談くださ

求⼈の有効期限
○申し込まれた求⼈の有効期限は、原則として翌々⽉末となります。

例:     ４⽉ 1⽇に求⼈受理 → ６⽉30⽇まで有効

採否決定

ハローワークでは各種資料を⽤意しています。ご相談ください。

採否を決定したら、結果にかかわらず速やかに応募者に結果を
通知しましょう。

５⽉ 15⽇に求⼈受理 → ７⽉31⽇まで有効
６⽉ 30⽇に求⼈受理 → ８⽉31⽇まで有効

○「採⽤が決まった」「応募者が⼗分に集まった」などで、有効期間内に求⼈を取り消
す場合は速やかにご連絡ください。連絡が遅れますと、仕事を探している⽅に迷惑を
かけることになります。
有効期限を経過した場合は 求⼈票の記載内容を⾒直し 更新しまし う

応募者への通知

採⽤ ハローワークへの採否結果の連絡

採⽤の⽅には、労働条件通知書を交付しましょう。
求⼈票の条件は必ず守るようお願いします。

○有効期限を経過した場合は、求⼈票の記載内容を⾒直して更新しましょう。
○担当者が出張などで不在となる場合は、⼀時的に紹介を⽌めることができますので、

ご連絡ください。

① ②

ハローワーク以外からの応募で採⽤
が決まった場合もご連絡ください。
求⼈を取り消す必要があります。

ハローワークへの結果連絡は必ず⾏ってください。
また、採⽤者が決まらなかった場合は、求⼈票記載内容の⾒直
しをお願いします。ハローワークにご相談ください。



事業所登録シートの内容は、基本的にすべての求⼈票に共通して反映されますので、正確に記⼊
してください。
登録後に事業所確認票をお渡ししますので、記載内容に間違いがないか確認をお願いします。

「
「裏⾯」
創業、資本⾦、電話番号等の連絡先、事業内容、会社の特⻑を記⼊する⾯です。

「Ｅメール」
各種ご案内をハローワークから送付さ
せていただくことがあります。なお、
ＰＤＦファイルを添付する場合がある
ため、携帯メールアドレスは指定でき
ません。ご注意ください。

「表⾯」
事業所名、代表者名、住所、社会保険、育児休業制度
等の利⽤状況など、基本的な情報を記⼊する⾯です。

「事業内容」
事業の種類のほか、取扱商品、ブランド、顧客層、
店舗数、最近の業績など、事業展開の状況などもわかり
やすく記⼊してください。

「事業所確認票」
登録⼿続き後にお渡しします。
登録内容に誤りがないか、よくご確認ください。
また、いつでも変更可能です。お気軽にご相談ください。

「会社の特⻑」
会社の経営⽅針、社⾵、スポーツや⽂化⽀援、ボ
ランティアなどの地域貢献活動、独⾃の福利厚⽣
制度など、会社のアピールポイントをわかりやす
く記⼊してください。

③ ④



最⼤10種類の地図を登録することができます。 これまでの往復ハガキサイズから、Ａ４サイズ両⾯に変わりました。最⼤10種類の地図を登録することができます。
本社の他、⼯場や⽀店、店舗などをご登録ください。
求⼈票には、就業場所と選考場所の2種類の地図を表⽰できます。

選考結果通知は、ＦＡＸの他、郵送、電話、窓⼝持参のいずれの⽅法でも受け付けます。
選考が終わり次第、速やかな通知をお願いします。

「所在地」
求職者が迷わないよう求職者が迷わないよう、
ビル名、階数（または
部屋番号）まで記⼊し
てください。

表 裏

「地図」
途中の⽬印になるも
のなど、ポイントを

表 裏

登録地図は

押さえてわかりやす
く描いてください。
既存の地図（⽩⿊の
ものに限ります。）
を貼り付ける場合は、
⼀般的なコピー⽤紙
等薄い紙を使ってく
ださ

地図登録⼿続き後にお渡しします。

登録地図は
確認票で確認
できます。

「タイトル」

ださい。 「地図番号」
求⼈申し込みの際は、求⼈申込書に地図
番号を記⼊することになりますので、確
認票の保管をお願いします。

「タイトル」
求⼈票に表⽰されます。
わかりやすいタイトル
を付けてください。

最⼤10種類の地図を登録できます。
また、地図の変更、差し替えはいつでも
できますので、窓⼝にご相談ください。

⑤ ⑥



「公開希望」
ハローワークインターネットサービスでの求⼈情報や事業所名の公開についての希望を下記１〜4

「フルタイム」を○で囲んでください。 「賃⾦形態」
１ ⽉給 〜⽉額が決められ ⽋勤しても賃⾦を控除しないハロ ワ クインタ ネットサ ビスでの求⼈情報や事業所名の公開についての希望を下記１ 4

から選んで記⼊してくたさい。なお、ハローワークインターネットサービスは他サイトでの求⼈
情報の転載を認めているため、公開すると事業所に対して各種の問い合わせが増える場合があり
ます。あらかじめご了承ください。

１ 求⼈事業所の名称等を含む求⼈情報を提供
２ ハローワークに求職申込済の者に限定して求⼈事業所の名称等を含む求⼈情報を提供
３ 求⼈事業所の名称等を含まない求⼈情報を提供
４ 求⼈情報を提供しない

「フルタイム」:正社員の他、正社員と同じ就業時間の従業員は雇⽤形態
や社内での呼称にかかわらずフルタイムになります。

「パート」:正社員より就業時間が短い従業員はパートになります。
（注意）

⽉給制＝フルタイム、時給制＝パートではありません。

「仕事 内容」

１ ⽉給 〜⽉額が決められ、⽋勤しても賃⾦を控除しない
２ ⽇給⽉給 〜⽉額が決められ、⽋勤した場合は⽇割計算で賃⾦

を控除
３ ⽇給 〜⽇額を決めて、勤務⽇数に応じて⽀給
４ 時給 〜時間額を決めて、勤務時間数に応じて⽀給
５ 年俸制 〜年額を決めて、各⽉に配分して⽀給
６ その他 〜週給等

「仕事の内容」
求職者が最も重要視する項⽬
の⼀つです。詳しい記⼊をお
願いします。
⽂字数が多いほど応募者が多
いという調査結果もあります。
ハローワークでは、求職者に
わかりやすい書き⽅のアドバ

フルタイムの場合は
⽉額で記⼊

賃⾦を時給や⽇給、年俸制で
決 め て い る 場 合 で も 、
⽉額に換算して記⼊してくだ
さい（標準的な⽉の出勤⽇数
により算出）。

「雇⽤形態」
該当する番号を記⼊してく
ださい。
１ 正社員

「賃⾦（ａ＋ｂ」
賃⾦は最も重要視される項⽬
の⼀つです。誤解が⽣じない
よう正しく記載してください。
特に、「ａ＋ｂ」の欄に記載
した額を下回ることが絶対に

わかりやす 書き⽅のアドバ
イスをしています。ご相談く
ださい。

により算出）。

１ 正社員
２ 正社員以外

（契約社員、嘱託社員等）
３ 登録型派遣労働者
４ 常⽤型派遣労働者

（５〜７はパートタイム）

ないよう、⼗分に注意して記
⼊してください。

「選考結果通知」
最終的に採⽤（不採⽤）決定
の通知をするまでの⽇数を明
⽰してください。「年齢」

「就業時間」

応募者に対しては、ここに記
載した⽇数以内に必ず連絡す
るようお願いします。
事情により選考が遅れた場合
もこの⽇数以内に応募者に対
して事情を説明し、あわせて
ハローワークにも連絡してく
ださい。

雇⽤対策法により、求⼈募
集における年齢制限は原則
禁⽌されています。
詳しくは、窓⼝にご相談く
ださい。

「就業時間」
法定労働時間にご注意くださ
い。必要に応じて就業規則や
各種届出の内容を確認させて
いただく場合があります。
残業が多い職場の場合は、残
業が増える時期などを「就業
時間に関する特記事項」欄に
記⼊するとよいでしょう

記⼊不要
ださい。
また、書類選考を⾏う場合は、
書類選考の結果を通知するま
での⽇数を「その他」の欄に
記載してください。

「応募書類の返戻」
応募書類は重要な個⼈情報で記⼊するとよいでしょう。

「休⽇等」
年末年始休暇や夏季休暇な
ど特別休暇も記⼊してくだ
さい。
年次有給休暇を計画的に付 「昇給 「賞与

応募書類は重要な個⼈情報で
す。原則として応募者に返却
してください。
返却できない場合については、
その理由および処分⽅法等の
取扱いを確認させていただく
場合があります。

「年間休 数

「求⼈条件にかかる特記事項」「備考」
各欄に書ききれなかった内容や応募上の注意事項、採⽤にあたって参考となる情報等
を記⼊してください。年次有給休暇を計画的に付

与している場合や、法定以
上に付与している場合につ
いては、その旨も記⼊して
おくことをお勧めします。

「昇給」「賞与」
前年度実績額を記⼊してください。
昇給、賞与がなかった場合でも空欄とせず
「なし」にチェックしてください。
空欄の求⼈票は求職者が不安に思います。

「試⽤期間」
試⽤期間中の労働条件が異な
る場合は、その条件をできる
限り詳しく記⼊してください。

「年間休⽇数」
フルタイム求⼈の場合に記
⼊してください。

⑦ ⑧

※ハローワークインターネットサービスでは、事業所名の公開を希望しない場合でも
「求⼈条件にかかる特記事項」欄の記載内容は公開されます。このため、応募書類
の送付先等は「備考」欄に記載するようにしてください。

※ハローワークが職業紹介を⾏う上で必要とする情報を追加する場合があります。
あらかじめご了承ください。



「パート」を○で囲んでください。 「公開希望」
ハローワークインターネットサービスでの求⼈情報や事業所名の公開についての希望を下記１〜4

「賃⾦形態」
１ ⽉給 〜⽉額が決められ ⽋勤しても賃⾦を控除しない「フルタイム」:正社員の他、正社員と同じ就業時間の従業員は雇⽤形態

や社内での呼称にかかわらずフルタイムになります。
「パート」:正社員より就業時間が短い従業員はパートになります。
（注意）

⽉給制＝フルタイム、時給制＝パートではありません。

ハロ ワ クインタ ネットサ ビスでの求⼈情報や事業所名の公開についての希望を下記１ 4
から選んで記⼊してくたさい。なお、ハローワークインターネットサービスは他サイトでの求⼈
情報の転載を認めているため、公開すると事業所に対して各種の問い合わせが増える場合があり
ます。あらかじめご了承ください。

１ 求⼈事業所の名称等を含む求⼈情報を提供
２ ハローワークに求職申込済の者に限定して求⼈事業所の名称等を含む求⼈情報を提供
３ 求⼈事業所の名称等を含まない求⼈情報を提供
４ 求⼈情報を提供しない

１ ⽉給 〜⽉額が決められ、⽋勤しても賃⾦を控除しない
２ ⽇給⽉給 〜⽉額が決められ、⽋勤した場合は⽇割計算で賃⾦

を控除
３ ⽇給 〜⽇額を決めて、勤務⽇数に応じて⽀給
４ 時給 〜時間額を決めて、勤務時間数に応じて⽀給
５ 年俸制 〜年額を決めて、各⽉に配分して⽀給
６ その他 〜週給等

パートの場合は
時間額で記⼊

賃⾦を⽇額や⽉額で決めてい
る場合でも、時間額に換算し
て記⼊してください。

「仕事の内容」
求職者が最も重要視する項⽬
の⼀つです。詳しい記⼊をお
願いします。
⽂字数が多いほど応募者が多
いという調査結果もあります。

「雇⽤形態」

記入
不要

ハローワークでは、求職者に
わかりやすい書き⽅のアドバ
イスをしています。ご相談く
ださい。

「賃⾦（a＋b）」
賃⾦は最も重要視される項⽬
の⼀つです。誤解が⽣じない
よう正しく記載してください。
特に、「ａ＋ｂ」の欄に記載
した額を下回ることが絶対に「雇⽤形態」

該当する番号を記⼊してくだ
さい。
５ パート労働者
６ 登録型派遣パート
７ 常⽤型派遣パート
（１〜４はフルタイム）

した額を下回ることが絶対に
ないよう、⼗分に注意して記
⼊してください。

「応募書類の返戻」
応募書類は重要な個⼈情報で
す 原則として応募者に返却

「年齢」
雇⽤対策法により、求⼈募
集における年齢制限は原則
禁⽌されています。
詳しくは 窓⼝にご相談く

す。原則として応募者に返却
してください。
返却できない場合については、
その理由および処分⽅法等の
取り扱いを確認させていただ
く場合があります。

「選考結果通知」

「年次有給休暇」
パートタイムの場合も年次
有給休暇を付与しなければ

記入不要

詳しくは、窓⼝にご相談く
ださい。

「選考結果通知」
最終的に採⽤（不採⽤）決定
の通知をするまでの⽇数を明
⽰してください。
応募者に対しては、ここに記
載した⽇数以内に必ず連絡す
るようお願いします。
事情により選考が遅れた場合有給休暇を付与しなければ

なりません。
最低限付与しなければなら
ない⽇数は週所定労働⽇数
によって異なります。詳し
くは窓⼝でご確認ください。

事情により選考が遅れた場合
もこの⽇数以内に応募者に対
して事情を説明し、あわせて
ハローワークにも連絡してく
ださい。
また、書類選考を⾏う場合は、
書類選考の結果を通知するま
での⽇数を「その他」の欄に

「求⼈条件にかかる特記事項」「備考」
各欄に書ききれなかった内容や応募上の注意事項、採⽤にあたって参考となる情報等
を記⼊してください。

ネ ビ 事業所名 公 希望 場合
「週所定労働⽇数」
パートタイム求⼈の場合に記⼊してください。

⑨ ⑩

での⽇数を「その他」の欄に
記載してください。※ハローワークインターネットサービスでは、事業所名の公開を希望しない場合でも

「求⼈条件にかかる特記事項」欄の記載内容は公開されます。このため、応募書類
の送付先等は「備考」欄に記載するようにしてください。

※ハローワークが職業紹介を⾏う上で必要とする情報を追加する場合があります。
あらかじめご了承ください。



⼿続終了後、求⼈票の控えをお返しします。内容に誤りがないか
⼗分にご確認ください。

また、条件設定や書き⽅などが応募者数に⼤きく影響します。
応募者が少ない場合は記載内容の⾒直しをしましょう。ハローワー
クまでお気軽にご相談ください。

求⼈票裏⾯ 就業場所、選考場所の２種類の地図と
採⽤担当者および連絡先が表⽰されます。

⑪ ⑫



求⼈事業主と求職者の間で募集・採⽤にあたってのトラブルが増えています。
このページでは、特に求職者から相談の多いものをまとめました。

トラブル防⽌のためにも、募集・採⽤に当たってのルールの順守をお願いします。

求⼈票に記載の労働条件は、そのまま採⽤後の労働条件となることが期待されています。
求職者にわかりやすく誤解のないような記載、説明をお願いします。

求職者の声
職種・就業場所・雇⽤形態など

求職者の声
○求人票記載の採否決定までの日数を過ぎても、面接を受けた事業所から採否の連絡が来ません。

ハローワークからのお願い
求職者は 採否の結果を不安な気持ちで待 ています また 採否の連絡があるまでは 他の事業所への応募を控え

採否の連絡

求職者の声
○⾯接の際、応募した求⼈とは別の職種で採⽤したい、と⾔われました。いきなり⾔われても困るのですが。
○⾯接に⾏ったら、休⽇や就業時間など、求⼈票に記載の労働条件と異なる説明を受けました。
ハローワークからのお願い

求⼈票には、採⽤予定の仕事の｢職種｣｢仕事の内容｣｢就業時間｣｢休⽇｣｢就業場所｣｢雇⽤形態(正社員、契約社員等)｣な
どの条件を明⽰していただいております。応募者を採⽤する場合にはこれらの求⼈票に記載した条件を順守するようお
願いします

求職者は、採否の結果を不安な気持ちで待っています。また、採否の連絡があるまでは、他の事業所への応募を控え

る人もいます。求⼈申込書の「選考結果通知」欄に記載した⽇数は順守してください。また、何らかの理由で遅れる場

合は、求職者に対し、求人申込書に記載した日数以内に「遅れる」旨を理由とともに連絡してください。

なお、採否結果は必ず本⼈に直接通知するとともに、ハローワークにもご連絡をお願いします。

不採⽤の理由

求職者の声
賃 ⾦

願いします。
記載した条件と異なる職種について採⽤をご希望の場合は、別の求⼈として分けて申し込んでください。 求職者の声

○事業主から、不採⽤の理由として性別や年齢を告げられました。これは法律違反ではないでしょうか。
ハローワークからのお願い
労働者の募集・採⽤については、性別や年齢にかかわりなく均等な機会を与える必要があります（男⼥雇⽤機会均等

法、雇⽤対策法）。このため、求職者の能⼒・適性に基づく選考をお願いします。
○⾯接で、求⼈票に記載してある賃⾦よりも低い賃⾦を⽰されました。このような低い賃⾦を⽰してもよいのでしょ
うか。
ハローワークからのお願い

求⼈票の「賃⾦」欄の下限額は、応募基準を最低限満たす⼈を採⽤した場合に⽀払う予定の⾦額です。応募者は少
なくとも下限額が⽀給されるものと期待して応募しています。
「賃⾦」欄に記載した⾦額は順守してください。 求職者の声

応募書類の返却

法、雇⽤対策法） 、求職者の能⼒ 適性 く選考をお願 します
求職者に対し、経験や能⼒、適性が採⽤基準に達していないことを伝えにくいため、性別や年齢を不採⽤理由として

告げていたケースがありますが、これは法律違反にあたりトラブルの原因となります。

なお、賃⾦について、未経験者・無資格者の場合は「△円以上」、経験者・有資格者の場合は「○円以上」という
場合がありますが、その場合の賃⾦の下限額は低い⽅の「△円」としたうえで、「ｃその他の⼿当等付記事項」欄や
「求⼈条件特記事項」欄に経験・資格別の賃⾦額を詳しく記載してください。

また、試⽤期間を設ける場合には、求⼈申込書の「試⽤期間」の欄に試⽤期間中の賃⾦額などの条件をできるだけ
詳しく記載するようお願いします。

求職者の声
○不採⽤になったら、履歴書や職務経歴書は重要な個⼈情報なので返却してほしいと思います。どのように扱われてい
るか不安です。
ハローワークからのお願い

履歴書や職務経歴書は重要な個⼈情報が多く記載されています。不採⽤者については選考終了後速やかに応募書類を
返却するようお願いします。また、やむを得ない理由により返却できない場合は、責任を持って廃棄するようお願いし
ます

求職者の声
○求⼈票には経験不問とあったのに、⾯接では経験が必要と⾔われました。初めから求⼈票に書いてあれば、わざわざ
⾯接まで⾏かなかったと思います。
ハローワークからのお願い

必要な経験など
ます。

なお、返却できない場合については、応募書類の取り扱いについて、返却できない理由や廃棄⽅法などを確認させて
いただくことがあります。あらかじめご了承ください。

求⼈申込書の「応募書類の返戻」欄にも記載をお願いします。

労働条件の明⽰
ハロ ワ クからのお願い

応募者は、求⼈票に記載された条件に合っているかどうかを判断したうえで応募しています。途中で条件を変更する
ことは応募者の期待を裏切ることになります。

トラブルにならないためにも、最初の条件設定が重要です。
ハローワークでは、最近の雇⽤情勢等を踏まえて、⾒込まれる応募者数などを考慮した条件設定などのアドバイスを

⾏っていますので、窓⼝にご相談ください。

求職者の声
○採⽤の連絡を受けましたが、具体的な労働条件の説明がありません。
ハローワークからのお願い
使⽤者が労働者を採⽤するときは、賃⾦、労働時間その他の労働条件を書⾯などで明⽰しなければなりません（労働

基準法第１５条）。求⼈票に記載された内容との相違がないこと、および必要事項をきちんと明⽰するためにも労働条
件通知書を交付してください。

労働条件通知書のモデル書式は、厚⽣労働省のホームページからダウンロードできるほか、ハローワークの窓⼝でも
お渡ししています。

ＵＲＬ： http://www2.mhlw.go.jp/info/download/youshiki.htm

やむを得ず、条件を変更しなければならない場合は、速やかにハローワークにご連絡ください。
応募者への説明などについては、ハローワークの指⽰に従ってご対応願います。

⑬ ⑭




